
東御市告示第70号

東御市スポーツ人財バンク設置要綱を次のように定める。

東御市長 花 岡 利 夫

東御市スポーツ人財バンク設置要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、市民のスポーツ活動への参加促進を図り、生涯スポーツへの積極的な

取り組みを推進するため、市民をはじめ、学校、職域、各種団体及びスポーツクラブ等の

要請に応じて、スポーツに関する専門的な知識や経験、技能を有する者をスポーツ指導者

（以下「指導者」という。）として紹介する東御市スポーツ人財バンク（以下「人財バン

ク」という。）の設置について、必要な事項を定めるものとする。

（業務）

第２条 人財バンクは、次の業務を行う。

(1) 指導者の登録、更新及び取り消しに関すること。

(2) 指導者情報の紹介に関すること。

(3) 指導者の資質向上に関すること。

(4) その他人財バンクの目的達成に必要な業務

（登録指導者の資格）

第３条 人財バンクに登録する指導者は、スポーツの知識及び技術を市民に提供しようとす

る意思のある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の資格を有する者

(2) 公益財団法人日本レクリエーション協会の公認指導者の資格を有する者

(3) 健康運動指導士又は健康運動実践指導者の資格を有する者

(4) 前３号に掲げるもののほか、スポーツ関係の協会、連盟等の指導者の資格を有する者

(5) その他スポーツに関する専門的知識及び指導歴を有し、市長が適当と認める者

（指導者の登録）

第４条 指導者として登録を希望する者は、東御市スポーツ人財バンク登録申請書（様式第

１号）を市長に提出するものとする。

２ 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認める



ときは、東御市スポーツ人財バンク登録審査結果書（様式第２号）により審査結果を申請

者に通知するものとする。

３ 市長は、登録が決定した指導者（以下「登録指導者」という。）を人財バンクの名簿に

記載するものとする。

（登録期間及び更新）

第５条 登録指導者の登録期間は３年間とし、登録期間が満了した場合は、登録者から登録

の取り消し又は変更について申し出がない限り、１年ごと自動更新されるものとする。

２ 登録指導者は、登録事項に変更が生じた場合は、速やかに市長に連絡するものとする。

（登録の取り消し）

第６条 市長は、登録指導者が次の各号のいずれかに該当し、適格でないと判断した場合

は、その登録を取り消すことができる。

(1) 登録指導者から登録の取り消しの申し出があったとき。

(2) 登録指導者としての活動を継続できない事情が生じたとき。

(3) 登録指導者として適格ではないと判断できる事由があったとき。

（登録指導者の任務）

第７条 登録指導者は、事故防止に留意し、効果的な指導に努めるものとする。

２ 登録指導者は、資質向上のため、定期的な研修や講習会への参加に努めるものとする。

（登録指導者の紹介）

第８条 指導の依頼をする者（以下「依頼者」という。）は、「東御市スポーツ人財バンク登

録者名簿」を閲覧し、登録者と直接交渉し双方の合意に基づいて利用するものとする。

２ 依頼者は、登録指導者と事前に指導内容等について十分な打ち合わせを行うものとす

る。

（結果報告）

第９条 登録指導者は、スポーツ指導活動の終了後10日以内に、東御市スポーツ人財バンク

実施結果報告書（様式第３号）を市長に提出するものとする。

（経費の負担）

第10条 指導に要する経費は、登録指導者と依頼者との間で協議し決定するものとする。

（事故及び損害）

第11条 依頼者及び登録指導者間に事故、問題等が生じた場合は、双方による協議によって

解決するものとする。

２ 依頼者は、スポーツ障害保険等に必ず加入するものとする。

（補則）

第12条 この告示に定めるもののほか、人財バンクについて必要な事項は、市長が別に定め

る。



附 則

この告示は、令和５年９月25日から施行する。



様式第１号（第４条関係）

年 月 日

東御市スポーツ人財バンク登録申請書

（申請先）東御市長

東御市スポーツ人財バンクに登録したいので申請します。

＜指導内容に関する情報＞※公開必須事項

掲載について

公開 非公開

ふりがな

□ □
氏 名

生年月日 年 月 日 （満 歳） 非公開

住 所
〒 －

非公開

連絡先
自宅もしくは携帯 □ □

Eメール □ □

顔写真

依頼者が利用しやすいよう、お写真のご提供をお願いしております。

ご提供いただける方は、お顔の分かる写真を添付していただきメールにて

申請書とともにお送りいただきますようお願い致します。

また、メールでの提出が困難な場合は、東御市役所 文化・スポーツ振興

課スポーツ係の窓口にて撮影することも可能ですのでお問い合わせくだ

さい。

□ □

競技種目

（指導可能な種目）

指導可能対象者

□幼児 □児童 □中学生男子 □中学生女子 □高校生男子

□高校生女子 □一般男性 □一般女性 □高齢者男性 □高齢者女性

□障がい者男性 □障がい者女性 □その他（ ）

指導可能区分

□競技スポーツ □生涯スポーツ □レジャー／レクリエーション

□講習会講師 □学校部活動 □審判員 □学校体育 □スポーツ医学／科学

□スポーツマネージャー □その他内容（ ）

活動できる時間帯

※該当項目に〇を

し、特記事項を記載

平日：□午前（９時～12 時）□午後（13 時～16 時）□夕方（16 時～19 時）

□その他（具体的に ）

土･日･祝日：□午前（９時～12時）□午後（13時～16時）□夕方（16時～19時）

□その他（具体的に ）

特記事項：

指導歴

保有資格



様式第２号（第４条関係）

第 号

年 月 日

様

東御市長

東御市スポーツ人財バンク登録審査結果書

下記のとおり、審査結果を通知します。

記

注 登録内容の変更及び登録の取り消しをする場合は、速やかに文化・スポーツ振興課へ

連絡すること。

１ スポーツ人財バンク登録の決定 可 ・ 不可

２ スポーツ人財バンクへの登録日 年 月 日

３ スポーツ人財バンク登録機関

年 月 日から

年 月 日まで

４ スポーツ人財バンク登録番号



様式第３号（第９条関係）

年 月 日

（申請先）東御市長

東御市スポーツ人財バンク実施結果報告書

スポーツ人財バンク登録者の実施結果を報告します。

記

依頼者（団体名等）：

住所：

連絡先：

実施指導者氏名

指導種目

日 時

年 月 日（ ） 時から 時まで

年 月 日（ ） 時から 時まで

年 月 日（ ） 時から 時まで

場 所

備考：


